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令和７年度
入札参加資格審査申請の受付

　建設工事・測量コンサルタント・役務提供・物品供
給などの入札参加資格審査申請の受付を行います。

参加資格　
①地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない
②国税・地方税を滞納していない
③営業を行うにつき法令などの規定により、官公庁の
許可または認可・登録を必要とする業種にあっては、
当該許可・認可・登録を受けている
④会社更生法または民事再生法に基づき、更生手続き
開始の申立てまたは再生手続き開始の申立てがなされ
ていない(更生計画または再生計画の認可がなされてい
る場合を除く)
※詳しくは、申請要項をご確認ください。
要項・様式配布　ホームページからダウンロード(窓口
配布あり)
申請期間・方法(最終日のみ午後５時まで窓口可)
◆市外業者：12月20日(金)～１月10日(金)郵送で
◆市内業者：１月14日(火)～24日(金)、平日午前９時～
11時30分、午後１時～４時に、窓口または郵送で
※市内に本店または支店・営業所などを置き、昨年度
に申請済みの場合は、上記市内業者の申請期間に直近
の国税・市税の納税証明書を提出してください｡

配布・申請・問合せ先　契約検査課
【建設工事・測量コンサルタント】☎072－433－7321
【物品供給・役務提供】☎072－433－7320

善
意
の
寄
付

　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

◆
貝
塚
市
社
協
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
連
絡
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ

ル
ー
プ
e
n
j
o
y
か
ら
市

立
貝
塚
病
院
用
と
し
て
ケ
ア

帽
子
30
枚
、
蓋
開
け
14
枚

◆
10
月
の
ふ
る
さ
と
応
援
寄
付

は
１
９
９
５
件
で
、
金
額
は
５

８
９
９
万
２
０
０
０
円
で
し
た
。

自
衛
隊
へ
情
報
提
供
を

希
望
し
な
い
場
合
は
申
請

し
て
く
だ
さ
い

　　

自
衛
隊
で
は
毎
年
、
自
衛
官

募
集
の
説
明
会
の
案
内
は
が
き

な
ど
を
対
象
の
方
へ
郵
送
し
て

い
ま
す
。

　

市
で
は
、
法
定
受
託
事
務
と

し
て
、
そ
の
年
度
に
18
歳
と
22

歳
に
な
る
方
の
住
民
情
報(

住

所
・
氏
名
・
性
別
・
生
年
月

日)

を
自
衛
隊
へ
提
供
し
て
い

ま
す
。

　

な
お
、
情
報
は
利
用
後
に
廃

棄
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
提
供
を
望
ま
な
い
方
は

「
除
外
申
請
書
」
を
期
限
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

除
外
申
請
書
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象　

①
18
歳：

平
成
19
年
４

月
２
日
～
20
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
方

②
22
歳：

平
成
15
年
４
月
２
日

～
16
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

締
切　

２
月
20
日(

木)

申
請
・
問
合
せ
先　

危
機
管
理

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
３

９
２

掲
示
板

税

12
月
は

「
税
収
確
保
重
点
月
間
」

　

納
め
て
い
た
だ
い
た
税
金

は
、
教
育
、
福
祉
、
ま
ち
づ
く

り
な
ど
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い

事
業
に
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
切
な
市
税
を
確
保
す
る
た

め
、
12
月
を
「
税
収
確
保
重
点

月
間
」
と
し
て
、
納
付
相
談
や

催
告
を
強
化
し
、
徹
底
し
た
滞

納
整
理
に
取
り
組
み
ま
す
。

◆
早
め
に
ご
相
談
を

　

災
害
や
病

気
、
事
業
の
休

廃
止
、
失
業
な

ど
、
や
む
を
得

な
い
事
情
な
ど

に
よ
り
納
税
が

困
難
な
場
合

は
、
放
置
せ

ず
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
夜
間
・
休
日
の
納
付

相
談
も
実
施
し
て
い
ま
す
の

で
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を

　

市
税
の
納
付
に
は
、
納
め
忘

れ
も
な
く
、
手
間
も
省
け
る
口

座
振
替
が
便
利
で
す
。

　

市
内
の
口
座
振
替
対
象
金
融

機
関
の
窓
口
ま
た
は
納
税
課
に

備
え
付
け
の
「
口
座
振
替
利
用

申
込
書
」
で
金
融
機
関
へ
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

◆
市
・
府
民
税 

第
４
期
分

　

納
期
限
は
１
月
６
日（
月
）

　

市
税
は
納
期
限
ま
で
に
納
め

ま
し
ょ
う
。

　

納
付
は
、
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

の
ほ
か
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
決
済
な

ど
も
利
用
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先　

納
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
６
０(

納

付
・
相
談)

、
☎
０
７
２
・
４

３
３
・
７
２
６
１(

口
座
振
替)

人
材
募
集

　

い
ず
れ
も
詳
し

く
は
、
貝
塚
病
院

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

貝
塚
病
院
職
員

 

◆
事
務
職（
上
級
）　
１
人

対
象　

平
成
元
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
方

試
験
日
・
内
容

１
次

１
月
11
日(

土)

・
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
／

適
性
検
査

２
次

２
月
１
日(

土)

・
集
団
面
接

３
次

２
月
15
日(

土)

・
個
人
面
接

◆
薬
剤
師　

１
人

対
象　

平
成
元
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
、
薬
剤
師
免
許
を

取
得
し
て
い
る
、
ま
た
は
令
和

７
年
春
に
薬
剤
師
免
許
を
取
得 ホームページ

す
る
見
込
み
の
方

試
験
日
・
内
容

１
次

２
月
１
日(

土)

・
口
頭
試
問

２
次

２
月
15
日(

土)

・
個
人
面
接

◎
い
ず
れ
も

申
込
期
限　

12
月
27
日(

金)

採
用
日　

４
月
１
日

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
病
院

総
務
課
☎
０
７
２
・
４
３
８
・

５
５
０
１

貝
塚
病
院

会
計
年
度
任
用
職
員

 

◆
治
験
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）　
１
人

対
象　

次
の
全
て
の
条
件
を
満

た
し
て
い
る
方

①
昭
和
49
年
４
月
２
日
以
降
生

ま
れ

②
治
験
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

(

Ｃ
Ｒ
Ｃ)

と
し
て
の
業
務
経
験

が
３
年
以
上
あ
る

試
験
日
・
内
容　

１
月
11
日

(

土)

・
個
人
面
接

申
込
期
限　

12
月
27
日(

金)

採
用
日　

４
月
１
日

※

た
だ
し
、
合
格
者
と
調
整
の

上
、
今
年
度
中
に
採
用
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
病
院

総
務
課
☎
０
７
２
・
４
３
８
・

５
５
０
１

定時定路線バス・デマンド交通
実証運行を開始します
運行期間　令和７年１月８日(水)～12月26日(金)
運行時間・ルート　

定時定路線バス(平日のみ)　①午前７時～９時、午後

６時～８時：石才駅と東貝塚駅を結ぶルート

②午前９時～午後６時：東貝塚駅と貝塚病院を結び、

石才駅・市役所・貝塚駅を経由するルート

デマンド交通　③午前９時～午後６時：は～もに～ば

す黄バス運行エリア(葛城地区は平日のみ・東山地区は全日)

運賃　①②大人220円(ただし、JR東貝塚駅～水鉄石才駅間のみの場合は大人100円)

③大人300円

※いずれも小児は大人の半額、同伴する幼児は一人目が無料、

二人目から小児運賃がかかります。身体障害者手帳、療育手

帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は無料です。詳しく

はホームページをご覧ください。
問合せ先　貝塚市地域公共交通活性化協議会事務局
(都市計画課内)☎072ー433ー2131

定時定路線バス
ホームページ

デマンド交通
ホームページ

２

１

犬やネコなどペットのフンのあと始末は、飼い主が責任を持って行いましょう！

納付・相談がない場合は滞納処分も
督促や催告をしても応答がなく、納付できるにも関わらず納付いただけな
い場合には、法律に基づき、差押などの滞納処分を行います。
差押の対象は、預貯金、給与、生命保険、不動産などです。

督促状の発送
納期限の約20日後に
督促状を発送

財産調査
金融機関・勤務先・
生命保険会社などに
対し、質問・調査

財産差押
判明した財産を法令
に基づいて差押

換価・配当
差し押えた財産を取
立て、換価(換金)し
て滞納金に充当

◆
大
阪
府
で
は
、
徴
収
の
取
組

み
を
強
化
し
て
い
ま
す

　

大
阪
府
で
は
、
税
の
公
平
性

と
自
主
財
源
で
あ
る
府
税
収
入

の
確
保
の
た
め
、
徴
収
の
取
組

み
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

納
期
限
ま
で
の
納
付
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

大
阪
府
泉
南
府
税

事
務
所
☎
０
７
２
・
４
３
９
・

３
６
０
１

建
物
を
取
り
壊
し
た
方
へ

　

令
和
６
年
中
に
建
物
を
取
り

壊
し
た
方
は
、
令
和
７
年
度
か

ら
、
そ
の
建
物
に
つ
い
て
の
固

定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
が
か

か
ら
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
令
和
６
年
中
に
法
務

局
で
建
物
の
滅
失
の
登
記
を
し

た
場
合
は
連
絡
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

問
合
せ
先　

課
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
５
３


